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※は県例規集登載
【告示】

番 号 表 題 担当課名

６０８ 令和４年度自衛官候補生の募集期間，採用 とくしまゼロ作戦課

試験の試験期日，試験場等を告示する件

６０９ 指定障害児通所支援事業者を指定した件 障がい福祉課

６１０ 指定障害児通所支援事業の廃止について届 同

出があった件

６１１ 土地改良区の役員の退任について届出があ 農山漁村振興課

った件

【病院局管理規程】

番 号 表 題 担当課名

１２※ 徳島県病院局職員給与規程の一部を改正す

る規程

１３※ 徳島県病院局会計年度任用職員給与規程の

一部を改正する規程



徳
島
県
告
示
第
六
百
八
号

自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
第
百
十
四
条
、
第
百
十
七
条
第
一
項
及
び

第
百
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
四
年
度
の
陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
及
び
航
空
自
衛
隊
の
自
衛
官

候
補
生
の
募
集
期
間
、
採
用
試
験
の
試
験
期
日
、
試
験
場
等
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
月
十
八
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

募
集
期
限
、
試
験
期
日
及
び
試
験
種
目

男
子
及
び
女
子
の
陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
及
び
航
空
自
衛
隊
の
自
衛
官
候
補
生

試
験
回

募

集

期

限

試

験

期

日

試

験

種

目

令
和
四
年
十
月
二
十
一
日

令
和
四
年
十
一
月
一
日
（
火
曜
日

筆
記
試
験
、
口
述
試
験
、

第
四
回

（
金
曜
日
）
ま
で

）

適
性
検
査
、
身
体
検
査
及

び
経
歴
評
定

備
考１

筆
記
試
験
及
び
適
性
検
査
に
つ
い
て
は
、
試
験
期
日
前
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方

法
に
よ
り
受
験
す
る
も
の
と
す
る
。

２

筆
記
試
験
は
、
国
語
（
作
文
を
含
む
。
）
、
数
学
、
地
理
歴
史
及
び
公
民
に
つ
き
、
学
校
教

育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
定
め
る
高
等
学
校
卒
業
程
度
の
学
力
に
つ
い
て

試
験
す
る
も
の
と
す
る
。

二

試
験
場

男
子
及
び
女
子
の
陸
上
自
衛
隊
、
海
上
自
衛
隊
及
び
航
空
自
衛
隊
の
自
衛
官
候
補
生

試
験
回

名

称

位

置

第
四
回

海
上
自
衛
隊
徳
島
航
空
基
地

板
野
郡
松
茂
町
住
吉
字
住
吉
開
拓
三
八

三

応
募
資
格

日
本
国
籍
を
有
し
、
採
用
予
定
月
の
初
日
現
在
で
十
八
歳
以
上
三
十
三
歳
未
満
の
者
で
、
学
校
教
育

法
に
定
め
る
高
等
学
校
卒
業
程
度
以
上
の
学
力
を
有
し
、
か
つ
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の

１

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く

な
る
ま
で
の
者

２

法
令
の
規
定
に
よ
る
懲
戒
免
職
の
処
分
を
受
け
、
当
該
処
分
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

３

日
本
国
憲
法
又
は
そ
の
下
に
成
立
し
た
政
府
を
暴
力
で
破
壊
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
政
党
そ
の
他

の
団
体
を
結
成
し
、
又
は
こ
れ
に
加
入
し
た
者

四

採
用
予
定
月

令
和
四
年
十
一
月
又
は
令
和
五
年
三
月
若
し
く
は
四
月

五

志
願
票
の
受
領
及
び
提
出
先

志
願
票
は
、
各
市
役
所
若
し
く
は
各
町
村
役
場
又
は
自
衛
隊
徳
島
地
方
協
力
本
部
若
し
く
は
そ
の
出



張
所
等
で
受
領
し
、
提
出
す
る
こ
と
。



徳
島
県
告
示
第
六
百
九
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お

り
指
定
し
た
。

令
和
四
年
十
月
十
八
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所

障
害
児
通
所

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

支
援
の
種
類

Ｙ
Ｎ
Ｄ
Ｌ
Ａ
Ｂ
株
式
会

徳
島
市
国
府
町
北
岩
延
字
三
反

こ
こ
ろ
の
さ
と

ｂ
ａ
ｕ

徳
島
市
国
府
町
日
開
字
中
八
八

児
童
発
達
支
援

令
和
四
年
八
月
一
日

社

地
七
番
地
一

ｍ

六
│
一

放
課
後
等
デ
イ

サ
ー
ビ
ス



徳
島
県
告
示
第
六
百
十
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て

、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
十
月
十
八
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所

障
害
児
通
所

廃
止
の
届
出

廃

止

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

支
援
の
種
類

の

受

理

日

年

月

日

合
同
会
社
和
美

阿
波
市
阿
波
町
小
倉
二
〇
五
番

ぴ
っ
ぴ

阿
波
市
土
成
町
水
田
堂
ヶ
池
一

児
童
発
達
支
援

令
和
四
年
六
月

令
和
四
年
六
月

地
四

五
三
│
一

放
課
後
等
デ
イ

三
十
日

三
十
日

サ
ー
ビ
ス



徳
島
県
告
示
第
六
百
十
一
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地

改
良
区
の
役
員
の
退
任
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公

告
す
る
。

令
和
四
年
十
月
十
八
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

土
地
改
良
区
の
名
称

阿
南
東
部
土
地
改
良
区

二

退
任
役
員

役

員

名

氏

名

住

所

理

事

淺

田

凖
次
郎

阿
南
市
日
開
野
町
竹
ノ
ハ
ナ
二
五
三



徳
島
県
病
院
局
管
理
規
程
第
十
二
号

徳
島
県
病
院
局
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
十
月
十
八
日

徳
島
県
病
院
事
業
管
理
者

北

畑

洋

徳
島
県
病
院
局
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

徳
島
県
病
院
局
職
員
給
与
規
程
（
平
成
十
七
年
徳
島
県
病
院
局
管
理
規
程
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
七
項
第
一
号
中
「
三
千
円
」
を
「
八
千
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
二
千
円
」
を
「
三
千

円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
千
円
」
を
「
千
五
百
円
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
徳
島
県
病
院
局
職
員
給
与
規
程
（
以
下
「
改
正
後
の
規
程
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
令

和
四
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

３

改
正
後
の
規
程
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
改
正
前
の
徳
島
県
病
院
局
職
員
給
与
規
程

の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
給
与
は
、
改
正
後
の
規
程
の
規
定
に
よ
る
給
与
の
内
払
と
み
な
す
。



徳
島
県
病
院
局
管
理
規
程
第
十
三
号

徳
島
県
病
院
局
会
計
年
度
任
用
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
十
月
十
八
日

徳
島
県
病
院
事
業
管
理
者

北

畑

洋

徳
島
県
病
院
局
会
計
年
度
任
用
職
員
給
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

徳
島
県
病
院
局
会
計
年
度
任
用
職
員
給
与
規
程
（
令
和
二
年
徳
島
県
病
院
局
管
理
規
程
第
三
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
五
項
第
一
号
中
「
三
千
円
」
を
「
八
千
円
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
二
千
円
」
を
「
三
千

円
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
千
円
」
を
「
千
五
百
円
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
徳
島
県
病
院
局
会
計
年
度
任
用
職
員
給
与
規
程
（
以
下
「
改
正
後
の
規
程
」
と
い
う
。
）

の
規
定
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

３

改
正
後
の
規
程
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
改
正
前
の
徳
島
県
病
院
局
会
計
年
度
任
用

職
員
給
与
規
程
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
給
与
は
、
改
正
後
の
規
程
の
規
定
に
よ
る
給
与
の
内

払
と
み
な
す
。
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